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　　告　示
○公平委員会の事務の受託の廃止（１４７・市町村課）……………………………………………………………………１　
○認定団体の指定（１４８・県民文化政策課）………………………………………………………………………………１　
○優良図書等の推奨（１４９・県民文化政策課）……………………………………………………………………………１　
○青少年に有害な図書類の指定（１５０・県民文化政策課）………………………………………………………………２　
○建設業の許可の取り消し（１５１・秋田地域振興局総務企画部）………………………………………………………２　
　　公　告
○応急入院指定病院の指定（障害福祉課）……………………………………………………………………………………２　
○県営土地改良事業計画の決定（北秋田地域振興局農林部）………………………………………………………………３　
○土地改良区の定款変更の認可（仙北地域振興局農林部）…………………………………………………………………３　
○土地改良区の定款変更の認可（雄勝地域振興局農林部）…………………………………………………………………３　

秋田県告示第147号
　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第７条第４項及び地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）
第252条の14第１項の規定による北秋田市上小阿仁村病院組合の公平委員会の事務の受託について、法第252条の14第２
項の規定により、平成23年３月31日をもって廃止するので、同条第３項において準用する法第252条の２第２項の規定
に基づき、告示する。
　　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第148号
　秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例（昭和53年秋田県条例第33号）第９条第２項第３号の規定により、
図書類の内容の審査を行う団体で、知事が認定する団体を次のとおり認定し、平成23年３月18日から施行する。
　また、同条第３項に規定する青少年の閲覧又は視認を不適当と認めた図書類を表示する方法は、それぞれ次のとおり
とする。
　　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第149号
　秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例（昭和53年秋田県条例第33号）第５条の２第１項の規定により、次
の図書を優良な図書として推奨し、平成23年３月18日から施行する。
　　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

■　目　次　■

団体の名称 指定する当該団体が青少年の閲覧又は不適当と認めた図書類等を表示する方法

一般社団法人
映像倫理機構

次の標章を、図書類及び包装の
表面に印刷し、又は貼付する
ことにより表示する。

標章サイズ　縦23ミリ
　　　　　　横15ミリ
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第150号
　秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例（昭和53年秋田県条例第33号）第９条第１項の規定により、次の図
書を青少年に有害な図書類として指定し、平成23年３月18日から施行する。
　　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第151号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成23年３月８日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　有限会社船橋鉄筋工業所
　　潟上市天王字北野223番地99
　　代表取締役　船　橋　　　薫
　　秋田県知事許可（般−19）第9563号
３　処分の内容
　　鉄筋工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成23年３月８日付けで鉄筋工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第33条の４第１項の規定により、次のとおり応

題　　　名 発　行　所 著　者　等 推　　奨　　理　　由

伊藤永之介　童話作品集 無明舎出版 伊藤永之介
（秋田県出身）

山村で暮らす人々が貧しいながらも助け合
う様子が描かれており、当時の言葉遣いに
より秋田県人らしい優しさや温かみを感じ
るなど、青少年の郷土愛を育む内容となっ
ている。

指定番号 図　書　名 発　行　所 発　行　日

10655 ザ・ベスト　ＯＬ過激尻 ＫＫベストセラーズ 平成23年２月16日

10656 コミックＭａｔｅ　４月号 株式会社一水社 平成23年２月17日

10657 裏ネタ　ＪＡＣＫ　４月号 株式会社ダイアプレス 平成23年２月19日

10658 裏モノ　ＪＡＰＡＮ　３月号 鉄人社 平成23年３月１日

10659 ニャン２倶楽部　４月号 株式会社コアマガジン 平成23年４月15日

10660 遊名人　２月号 有限会社アンチ・メディア 平成23年１月25日

10661 月刊秋田デナイト　３月号 月刊秋田デナイト編集部 平成23年２月15日

指定
理由

著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発し、若しくは
助長し、その健全な育成を阻害するおそれがある。

公 告



−３−

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年 平成23年３月18日（金曜日） 　　第2266号

急入院指定病院を指定したので、公告する。
　　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定により、北秋田市本城字館ノ下165番地柴田豊吉ほか16人か
ら申請のあった県営土地改良事業の施行に係る土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定に基づき、公告し、
次のとおり縦覧に供する。
　　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　縦覧に供すべき書類の名称　県営土地改良事業（本城地区農地集積加速化基盤整備事業）計画書の写し
２　縦覧期間　平成23年３月22日から同年４月18日まで
３　縦覧場所　北秋田市役所
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、大仙市協和土地改良区から申請のあった定款変更
について、平成23年３月11日認可したので、同条第３項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、稲川土地改良区から申請があった定款変更につい
て、平成23年３月９日認可したので、同条第３項の規定に基づき、公告する。
　　平成23年３月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

名　　　称 所　在　地 指定病床 指　定　期　間

地方独立行政法人秋田県立病院機構
秋田県立リハビリテーション・精神
医療センター

大仙市協和上淀川字五百刈田
352番地 １床 平成23年４月１日から平成26年

３月31日まで

社会医療法人興生会　横手興生病院 横手市根岸町８番21号 １床 平成23年４月１日から平成26年
３月31日まで
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